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会  議  要  旨 

会議の名称 令和５年度 第２回川越市公民館運営審議会 

開催日時  令和５年７月２７日（木） 午後３時００分～午後５時００分 

開催場所  中央公民館 軽体育室 

議   長 （会 長） 向坂晶芳 

出 席 者 （副会長） 長峰す美子 

（委員）  

金子泉 野村桂子 水口博之 岡田すぎ子 大野晃 

奥山由美子 高野明夫 川村公平 矢部竹雄 米原民子 

小峰肇 水村富美子 吉岡一美 山野敏子 井芳史 

小西新一 平井正一  

 

以上１９名（会長・副会長含め） 

 

欠 席 者 （委員） 

 大西麗衣子 梅田美鈴 大澤三郎 山口宰   

 

以上４名 

傍 聴 人 なし 

事務局職員 

職・氏 名 

中央公民館長 中央公民館副館長 中央公民館副主幹 

南古谷公民館長 高階公民館長 高階南公民館長 大東公民館長  

大東南公民館長 名細公民館長 霞ケ関公民館長、霞ヶ関西公民館長 

霞ヶ関北公民館長、伊勢原公民館長、川鶴公民館長 以上１４名 

（書記）中央公民館主査 

 

会議次第  １ 開会 

２ あいさつ 

３ 議題 

（１）公民館の事業計画について（協議） 

（２）その他 

４ 閉会 

 

配 布 資 料 １ 第２回川越市公民館運営審議会次第 

２ 第１回川越市公民館運営審議会会議録 
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 議 事 の 経 過 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

事務局 

 

 

委員 

 

事務局 

 

委員 

 

 

 

 

事務局 

 

 

１ 開会 

 

２ 会長あいさつ 

 

３ 前回の議事録の確認 

 

４ 職員紹介 

  各館長による自己紹介。   

 

５ 議題 

（１）公民館の事業計画について（協議） 

令和 5年度事業計画について 

ブロックごとに各公民館長から説明。 

  高階南公民館、南古谷公民館、高階公民館 

  大東南公民館、大東公民館 

  霞ヶ関西公民館、霞ヶ関公民館、川鶴公民館 

  伊勢原公民館、霞ヶ関北公民館、名細公民館 

             

高階南公民館で青少年の事業参加者が多いとあったが、何か 

背景はあるのか。 

 

特に青少年人口が多いわけではなく、館の特色として青少年 

事業を多く実施している。 

 

「Enjoy summer in 高階南」（高階南）では宿泊をしているのか。 

 

宿泊はコロナの影響で行っていない。 

 

「夏休み子ども体験」（高階）の実施時の様子をホームページ 

 で見たが、参加者の表情などから満足度の高い事業であることが 

 分かった。 

事業の評価については、どのような尺度で行うのか。 

 

4年ぶりの開催となり、コロナの影響で事業内容も大きく変わる 

ため、同じ尺度では測れないが、申込者数やアンケート、支援者 

の反応等を見ながら事業の評価をしていく。 
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委員 

 

 

 

委員 

 

 

事務局 

 

 

委員 

 

 

事務局 

 

委員 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

事務局 

 

委員 

 

 

事務局 

 

 

 

 

新規・継続という記載の仕方だと、コロナの影響で 4年ぶりに 

復活した事業だと区別がつかずわかりにくい。表現の仕方を工夫 

してほしい。 

 

「ひょうたんでオリジナルランプを作ろう」（高階南・南古谷） 

で使用するひょうたんは、育てるところから体験するのか。 

 

育てるところから始めるのではなく、高階地区で栽培された 

ひょうたんを使う。 

 

「人権教育講座」（大東）について、具体的にはどのような内容 

 とするのか。 

 

内容についてはまだ検討中である。 

 

大東地区体育振興会の関連事業で体育祭があるが、大東地区 

では体育祭は実施するのか。やるとすればどのような感染防止 

対策を行い実施するのか。自分たちの地区での参考にしたい。 

 

体育祭は地域の体育振興会が主催で開催するため、公民館は 

事務局としての関わりであるが、現在、感染症法上の位置づけが 

5類となったことで、それに即した対応となる予定である。 

種目としては、感染対策も踏まえ、パン食い競争や借り物競争 

などは行わないと聞いている。 

 

事業計画中、事業名は別だが事業概要が全く同じものがある。 

同じでなく別事業なら、事業概要等の表現方法も変えてほしい。 

  

  来年度についての改善事項とする。 

 

共催にも、公民館同士の共催と、他団体との共催があるが、 

違いはあるのか。 

 

公民館同士の共催は、例えば、単独公民館が企画・当日の運営 

 を担い、会場となる併設公民館が周知や当日のスタッフ等を行う 

など、1つの事業を複数の公民館で役割分担を行いながら実施する 

ものであり、その形態はさまざまである。 
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委員 

 

 

事務局 

 

 

 

委員 

 

 

事務局 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

他団体との共催も公民館と団体という関係性となっただけで 

同様である。 

 

公民館共催事業における事業計画の定員は、１公民館単位での 

人数か。 

 

人数は会場の表記の仕方によるが、会場が 1館ならその定員数。 

会場が複数記載されていれば各○人としており、その場合は、 

定員×会場館分の人数となる。 

 

今回ブロック単位で説明してもらったが、そもそもブロック制 

のねらいは何か。 

 

住む地域によって市民の学習機会に偏りが生じないように、 

単独公民館が地域性を伴わない等の一部の事業について、併設 

公民館をサポートすることで、事業の平準化を目指すものである。 

 

平準化を目指しつつも、地域性を踏まえた特色ある講座を積極 

的に開催してほしい。 

 

（２）その他 

・副会長から、熱中症予防について説明（チラシ、ポスター） 

 

・次回の日程について 

10月 25日（水）午後 2時から軽体育室で開催予定 

 

６ 閉会 

 閉会の言葉（副会長）  

 

 


